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　双子ちゃんあつまれ

　　開放中止
(保健ｾﾝﾀｰ検診のため）

建国記念日の
振替休日

対象の就園前とは幼稚園等入園まで
　　　就学前とは小学校入学まで

　　開放中止

振替休日

保健師相談日

家児相談日
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支援センター開放
※申込不要

　子育てをしている家族が、自由に遊
べるように施設を開放しています。
　親子でゆったり遊び、みんなでお
しゃべりをして気分転換をしましょ
う。
※感染予防に十分配慮しながら、実
施します。

【対象】市内在住および里帰りの就
学前の乳幼児とその保護者

【日時】月～金曜日（祝日は除く）
　　　  午前 9 時～午後 4 時

問介護福祉課（☎ 82・3675 ／ IP ☎ 88・9088）

●かるがもくらぶ

【日時】10 月 15 日（金）　午前 10 ～正午
【場所】市役所 2 階　212 会議室

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親以外の世帯分）について

　新型コロナウイルス感染症の影響で困窮する方への緊
急支援策として、低所得の子育て世帯に対して特別給付
金を支給します。

【対象者】令和 3 年 3 月 31 日時点で 18 歳未満（特別
児童扶養手当受給児童は 20 歳未満）までの児童を養育
している方のうち、①または②のいずれかを満たす方 

（※すでに子育て世帯生活支援特別給付金を受けた方は対
象外となります）
①令和３年度分の住民税（均等割）非課税の方
②新型コロナウイルス感染症の影響で令和３年１月１

日以降の収入が急変し、住民税（均等割）非課税相
当となった方

【支給額】対象児童１人につき一律５万円
【支給手続き】問こども未来課へお問合せ下さい。
【支給期限】令和４年２月 28 日
問こども未来課（☎ 82・2236 ／ IP ☎ 88・9080）

「うちの子の発達が気になる」
「家族が誰も障がいのこと理解してくれへん」
「そういうのどこへ相談したらいいんやろ」
そんな思いをぜひ聞かせてください！
みんなでつながりをつくりましょう！

（申請が必要です）発達の悩みについて
 語り合いませんか？

令和 4 年度
 　　　学童保育児童の募集
　学童保育は、労働などで放課後帰宅しても保護
者が家庭にいない児童を対象に、学校の空き教室
等を利用して、授業の終了後に遊びを中心とした、
健全な育成を行っています。（入室は市の定めた入
室要件に基づき判定します）
　なお、ひと月あたりの開室日に対し半分以上出
席できない方や夏休み中だけの利用を目的とされ
る方の申込みはご遠慮ください。

①定員
○榛原小学校学童保育室　　70 人
○榛原東小学校学童保育室　80 人
○大宇陀小学校学童保育室　40 人
○菟田野小学校学童保育室　35 人
○室生小学校学童保育室　　30 人
※榛原西小学校の児童は榛原小学校学童保育室へ
　タクシーで送ります。

②申し込み
○ 10 月 11 日（月）～ 29 日（金）までに問へ
○申請用紙は問および市ホームぺージよりダウン

ロードできます。

③開室時間
○授業のある日
・放課後～午後 5 時（延長保育は午後 7 時まで）
○授業のない日
・午前 9 時～午後 5 時（延長保育は午後 7 時まで。

早朝保育は午前 7 時 30 分から）
④休室日
○土・日曜日、祝日（毎月第 2 土曜日は開室）
○ 8 月 13 日～ 15 日・12 月 29 日～翌年 1 月 3 日
⑤費用
○月額 4,500 円
※延長保育、早朝保育、振替休日の早朝保育は別途

費用負担が必要です。
⑥保険料
○年額 2,000 円

問○こども未来課（☎ 82・2236 ／ IP ☎ 88・
9080）

○榛原小学校学童保育室（☎ 82・7002）
○榛原東小学校学童保育室（☎ 82・8059）
○大宇陀小学校学童保育室（☎ 88・9452）
○菟田野小学校学童保育室（☎ 88・9453）
○室生小学校学童保育室（☎ 88・9010）

10 月は里親月間です！

　様々な事情から保護者と
「ともに暮らす」ことが難しい
子どもたち。奈良県では 425
人（※令和 3 年 3 月 31 日現
在）もの子どもたちが、保護
者の元を離れて施設や「里親」
と呼ばれる家庭で暮らしてい
ます。
　児童家庭支援センターてん
り で は、 里 親 の 登 録 方 法 や
子どもたちを取り巻く現状な
ど、里親制度に関するご説明
を個別に実施しております。
申し込みは無料です。お気軽
にご連絡下さい。
　子どもたちの明るい未来に向
かって、里親、始めませんか？
詳しくは問へ

問児童家庭支援センターてん
り（奈良県委託機関）　

（☎ 0743・85・5567）
　県中央こども家庭相談セン

ター
（☎ 0742・26・3788）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、10 月の全ての事業
  を中止します。※保健師・家児相談日は実施します。

保健師相談日
※申込不要

　毎月第 1 水曜日に保健セン
ターから保健師が来てくれま
す。身長、体重の計測や発育
や子育てについての相談がで
きます。
　子どもの健康や発育以外の
悩みごとなどもお気軽にご相
談ください。

家庭児童相談員による
相談日（家児相談日）

※申込不要

　毎月第 2 火曜日・第 4 木
曜日に家庭児童相談員の吉岡

明美先生が来てくれます。子

どもを遊ばせながら、日頃の

悩みや子育てについてなど、

気軽に相談できます。

（※今月は第 4 木曜日のみ）

 お待ち
　しています♪

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、掲載情報に変更など
が生じることがあります。予めご了承ください。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、掲載情報に変更など
が生じることがあります。予めご了承ください。


